
（２）オンライン診療

2019年1月～ オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会

予期せぬ妊娠を防ぎたい女性において十分に緊急避妊薬が使用されていない現状
について議論

2019年7月31日 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂
緊急避妊薬の処方について初診からオンライン診療で行うことを可能とした

2020年4月10日 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を
用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、オンライン診療を実施するため
の研修受講の猶予等について時限的・特例的な取扱いを通知

資料２-２
指摘された課題を巡る対応状況等

（２）オンライン診療
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ⅷ オンライン診療においては、初診は直接の対面診療を行うこと、直接の対面診療を組み合わせること
が原則であるが、以下の診療については、それぞれに記載する例外的な対応が許容され得る。
～中略～
・緊急避妊に係る診療については、緊急避妊を要するが対面診療が可能な医療機関等に係る適切な情報を
有さない女性に対し、女性の健康に関する相談窓口等（女性健康支援センター、婦人相談所、性犯罪・性
暴力被害者のためのワンストップ支援センターを含む。）におい て、対面診療が可能な医療機関
のリスト等を用いて受診可能な医療機関を紹介することとし、その上で直接の対面診療を受診することと
する。例外として、地理的要因がある場合、女性の健康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談
窓口等と連携している医師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると判断した場合にお
いては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うこ
とは許容され得る。ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行うこととし、
受診した女性は 薬局において研修を受けた薬剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。
その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこと。加えて、内服した女性が避妊
の成否等を確認できるよう、産婦人科医による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実
に担保することにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを行うこととする。

注 オンライン診療を行う医師は、対面診療を医療機関で行うことができないか、再度確認すること。ま
た、オンライン診療による緊急避妊薬の処方を希望した女性が性被害を受けた可能性がある場合は、十分
に女性の心理面や社会的状況にかんがみながら、警察への相談を促すこと（ 18 歳未満の女性が受けた可
能性がある性被害が児童虐待に当たると思われる場合には児童相談所へ通告すること）、性犯罪・性暴力
被害者のためのワンストップ支援センター等を紹介すること等により、適切な支援につなげること。さら
に、事前に研修等を通じて、直接の対面診療による検体採取の必要性も含め、適切な対応方法について習
得しておくこと。
なお、厚生労働省は、初診からのオンライン診療による緊急避妊薬の処方に係る実態調査 を適宜行う。ま
た、研修を受講した医師及び薬剤師のリストを厚生労働省のホームページに掲載する。
～後略～

○オンライン診療の適切な実施に関する指針
平成30年３月（令和元年７月一部改訂）厚生労働省（抜粋）

参考
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１． 医療機関における対応
(１)初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師は、当
該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能である
と判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えな
いこと。ただし、麻薬及び向精神薬の処方をしてはならないこと。
診療の際、できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク（※）又は健康
診断の結果等（以下「診療録等」という。）により当該患者の基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診
断や処方を行うこと。診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は７日
間を上限とするとともに、麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品（いわゆる「ハイリス
ク薬」）として、診療報酬における薬剤管理指導料の「１」の対象となる薬剤（抗悪性腫瘍剤、免疫抑制
剤等）の処方をしてはならないこと。
～中略～
(２)初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施する場合の留意点について
① 実施に当たっての条件及び留意点
上記（１）により初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合は、以下アからウまでに掲げる条
件を満たした上で行うこと。
ア 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのあ
る不利益、急病急変時の対応方針等について、医師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、
その説明内容について診療録に記載すること（※）。
（※）説明に当たっては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年３月厚生労働省策定。
以下「指針」という。）Ⅴの１.（１）に定める説明や同意に関する内容を参照すること。
イ 医師が地域における医療機関の連携の下で実効あるフォローアップを可能とするため、対面による診療
が必要と判断される場合は、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した医療機関において速やかに対面
による診療に移行する又は、それが困難な場合は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介す
ること。
～後略～

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた
診療等の時限的・特例的な取扱いについて
令和２年４月10日厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医薬生活衛生局総務課（抜粋）
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事前に対面診療により十
分な医学的評価を行った
上で、診療計画を作成す
る必要

症状の変化に対して処方
する場合は、その旨をあら
かじめ診療計画への記載
が必要

服薬指導は対面で行わな
ければならない

初診及び急病急変患
者は対面診療が原則

新型コロナウイルス感染症を疑う患者の
診療を初診からオンラインで行うことは
困難

慢性疾患を抱える定期受診患者につ
いて、症状に変化が生じた場合において
も、電話やオンラインにより継続的な処
方や症状の変化に対する処方が可能

電話やオンラインにより診療が行われた
場合、電話やオンラインにより服薬指導
が可能（薬剤は郵送等により患者宅に
送付）

上記による診療等について、再診料(電
話等再診)や処方箋料、服薬指導に係
る報酬等を算定可能

通常の取扱い R2.2.28及びR２.3.19事務連絡での対応

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた電話等情報通信機器を用いた診療等に関する取扱い

在宅等の無症状・軽症の新型コロナウ
イルス陽性者に対し、診断した医師等
が、電話やオンラインにより診療すること
は可能

上記による診療等について、
オンライン診療料や処方
箋料、服薬指導に係る報
酬等を算定可能

電話やオンラインによる初診について、初診料として
214点を算定

定期的に対面診療を受けていた慢性疾患を抱える
患者に対し電話やオンラインによる診療を行なった
場合の管理料を100点から147点に引き上げ

対面診療を受診した場合も含め、薬剤師が適切と
判断した場合には、処方箋の複製・偽造等を防止
し、服薬後の状況を確認することとした上で、電話
やオンラインによる服薬指導を行うことが可能

医師が医学的に可能であると判断した範囲に
おいて、初診から電話やオンラインにより診断や
処方をすることが可能（下記の点に留意）

• 濫用や横流しのリスクに対応するため、初診
から電話やオンラインによる診療を行う場合、
麻薬及び向精神薬の処方は不可

• 診療録や診療情報提供書等により患者の
基礎疾患の情報を把握できない場合、医療
の安全性等の観点から、処方日数は７日
間を上限とし、ハイリスク薬の処方も不可

• 地域での実効あるフォローアップを可能とする
ため、必要に応じて、対面診療への移行を促
す、または、事前に承諾を得た医療機関へ
紹介

今回の対応（R２.4.10 事務連絡）

電話やオンラインによる診療・服薬指導の活用
参考
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